
亀山市告示第４３号 

亀山市放置自転車等の適正な移動等に関する要綱の一部を改正する告示を次のように

定める。 

令和７年３月２７日 

亀山市長 櫻 井 義 之 

 

亀山市放置自転車等の適正な移動等に関する要綱の一部を改正する告示 

 

亀山市放置自転車等の適正な移動等に関する要綱（平成２６年亀山市告示第１３７号） 

の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正部分」という。）及

び同表の改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正後部分」という。）に

ついては、次のとおりとする。 

（１）改正部分及びこれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当該

改正後部分に改める。 

（２）改正後部分に対応する改正部分が存在しないときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に 

掲げる用語の意義は、当該各号に定め 

るところによる。 

［（１）及び（２） 略］ 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に

掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

［（１）及び（２） 略］ 

（３）公共の場所 市が管理する道路、

公園、駅前広場、駐輪場その他公共

の用に供する場所をいう。 

（３）公共の場所 市が管理する道路、

公園、駅前広場その他公共の用に供

する場所をいう。 

（４）放置自転車等 おおむね７日間以

上正当な権原に基づくことなく、公

共の場所に置かれている自転車等を

いう。 

（４）放置自転車等 相当の期間にわた

り正当な権原に基づくことなく、公

共の場所に置かれている自転車等を

いう。 



（市長の責務） 

第３条 市長は、第１条の目的を達成す

るため、駐輪場の整備、自転車等の適

正な駐輪方法の指導、放置自転車等の

防止に関する啓発及び広報活動に努め

るものとし、関係行政機関（警察署そ

の他の行政機関をいう。）、市民等と

協力して、利用者等に対し、必要な指

導又は助言を行うものとする。 

（市長の責務） 

第３条 市長は、第１条の目的を達成す

るため、放置自転車等の防止に関する

啓発及び広報活動に努めるものとし、

関係行政機関（警察署その他の行政機

関をいう。）、市民等と協力して、利

用者等に対し、必要な指導又は助言を

行うものとする。 

［２ 略］ ［２ 略］ 

（調査等） 

第４条 ［略］ 

（調査等） 

第４条 ［略］ 

２ 前項の規定により調査標札を取り付

けた日から起算して７日を経過しても

なお当該調査標札が取り付けられたま 

まの自転車等を放置自転車等とみなす。 

２ 前項の規定により調査標札を取り付

けた日から起算して１４日を経過して

もなお当該調査標札が取り付けられた

ままの自転車等を放置自転車等とみな

す。 

（放置自転車等に対する措置） 

第５条 ［略］ 

２ 市長は、前項の規定により注意標札

を取り付けた日から起算して７日を経

過してもなお当該注意標札が取り付け

られたままの放置自転車等に対して通

告標札（様式第３号）を取り付けるも

のとする。 

３ 市長は、前項の規定により通告標札

を取り付けた日から起算して７日を経

過してもなお当該通告標札が取り付け 

られたままの放置自転車等については、 

（放置自転車等に対する措置） 

第５条 ［略］ 

２ 市長は、前項の規定により注意標札

を取り付けた日から起算して１４日を

経過してもなお当該注意標札が取り付

けられたままの放置自転車等に対して

通告標札（様式第３号）を取り付ける

ものとする。 

３ 市長は、前項の規定により通告標札

を取り付けた日から起算して１４日を

経過してもなお当該通告標札が取り付

けられたままの放置自転車等について



通告票札を

取り付けた

日 

年 月 日 
告 示 

期 間 

 年 月 日から 

 年 月 日まで 

                             

    」  ｝ 通告票札を

取り付けた

日 

年 月 日 

告 示 

期 間 

 年 月 日から 

 年 月 日まで 

保管期間 
年 月 日から     

年 月 日まで 

備 考  

                              

  」 

これを所定の場所に移動し、保管する

ものとする。 

［４ 略］ 

は、これを所定の場所に移動し、保管

するものとする。 

［４ 略］ 

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 

様式第１号中「駐輪場及び」を削り、「相当な期間が経過しても」を「本日から７日

間以上」に改める。 

様式第２号中「この駐輪場は、多くの方に利用していただくものです。」を「ここは、

多くの方が利用する場所です。」に、「１４日」を「７日」に改める。 

     「 

様式第４号中 

                                     

 「 

 

を                                 に改める。 

 

 

 

様式第６号を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

」 

」 



   附 則 

この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

 


